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事業報告の「業務の適正を確保するための体制」および「業務の適正を確保するための体制

の運用状況」、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法

令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.sanyohomes.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様に提供しております。
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業務の適正を確保するための体制 
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 
 
（１）当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法

令および定款に適合することを確保するための体制 
 

①当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、グループの行動・倫理規範
をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定を当社グループの取締役および使用人
が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。 

②代表取締役は、当社グループのコンプライアンス全体に関する統括責任者を任命し、統
括責任者が所管するコンプライアンス委員会において、当社グループの横断的なコンプ
ライアンス体制の構築、維持・整備および問題点の把握に努める。 

③監査室は経営管理部と連携し、当社グループのコンプライアンス体制の調査、法令なら
びに定款上の問題の有無を調査し、代表取締役に報告する。 

④当社グループは使用人が法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行なう手段と
して「コンプライアンスホットライン」を設置・運営する。 

⑤市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、代表取締役等
の経営トップ以下グループ全体が毅然とした姿勢をもって臨み、反社会的勢力による被
害の防止に努める。 

 
（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 
①代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理についての統括責任者を任
命し、その者が管理する文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書また
は電磁的媒体に記録し保存する。 

②取締役は文書管理規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、監査等委員会
は取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行に係る情報の保存および管理に
ついて、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会
に報告する。 

③文書管理規程については必要に応じて適宜見直しを図る。 
 
（３）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 
①リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、代表取締
役はリスク管理に関する統括責任者を任命し、統括責任者が所管するリスク管理委員会に
おいて当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクに
ついては、統括責任者が速やかに担当部署を定める。 

②監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告し、取締役会に
おいて改善策を審議・決定する。 
 

（４）当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確
保するための体制 

 
以下の経営管理システムを用いて、当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の

執行の効率化を図る。 
①職務権限・意思決定ルールの策定 
②規程により指名された者を構成員とする経営会議の設置 
③取締役会による当社グループの中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎
の業績目標と予算の設定と、四半期業績管理の実施 

④経営会議および取締役会による当社グループの月次業績のレビューと改善策の実施 
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（５）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
 

①当社子会社の業務執行の状況については、定期的に経営会議および取締役会において報
告されるものとする。 

②グループ業務運営規程において、当社子会社の経営に関わる一定の事項については、当社
の関連部署との協議・報告または当社の取締役会の承認を義務付けるものとする。 

③監査室は、当社子会社に対する内部監査の結果を、適宜、代表取締役に報告するものとす
る。 

 
（６）その他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 
 
①当社グループにおける内部統制の構築を目指し、代表取締役は、当社グループ全体の内部
統制に関する統括責任者を任命し、統括責任者が所管するグループ内部統制委員会におい
て、グループ各社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施
策と効果的な業務遂行に則った内部統制に関する協議、コンプライアンス体制の構築、リ
スク体制の確立、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行なわれるシステムを含
む体制を構築する。 

②当社取締役、本部長・支店長、部長およびグループ会社の社長は、各部門の業務執行の適
正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。 

③監査室は、当社グループにおける業務の統制状況を確認するために、定期的に監査を実施
し、統制に不備がある場合には、その是正を促すものとする。その結果を、代表取締役、
監査等委員会および被監査部門の責任者に報告する。 

 
（７）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役

および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項
ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項 

 
①監査等委員会の職務は、監査等委員会事務局においてこれを補助する。監査等委員会事務

局の使用人の異動、評価等は、監査等委員会の同意をもって行うものとし、取締役（監査
等委員である取締役を除く）からの独立性を確保するものとする。 

②監査等委員会事務局の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監
査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮
命令は受けないものとする。 

 
（８）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人ならびに当社子会社の取

締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に
報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

 
当社グループの役職員は次に定める事項を監査等委員会に報告することとする。 
①当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項 
②不正行為や重要な法令並びに定款違反行為 
③取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項 
④内部監査状況およびリスクに関する重要な事項 
⑤毎月の経営状況として重要な事項 
⑥経営会議で決議された事項 
⑦コンプライアンスホットラインの通報状況および内容 
⑧その他コンプライアンス上重要な事項 
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（９）当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制 

 
当社の監査等委員会へ報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由としていかな
る不利益な取扱いもしてはならない。また、内部通報制度として当社が設置する「コン
プライアンスホットライン」においても、法令違反等を通報したことを理由として、不
利益な取扱いをしないことを規定する。 

 
（10）当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）に

ついて生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用または債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確
保するための体制 
 

①当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399 条の２第
４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用または債務が監査等委員の職
務に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

②当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用
することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用
を負担する。 

③監査等委員会は、グループ会社の監査役との意思疎通および情報の交換がなされるよ
うに努めるものとする。 

④監査等委員会は、定期的に代表取締役および会計監査人と意見を交換する機会を設け
るものとする。 

 

業務の適正を確保するための体制の運用状況 
当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしており、取締役会においてリスク等を検

討し、必要に応じて社内の諸規程及び業務を見直し、その実効性を向上させております。なお、
業務の適正性を確保するための体制の具体的な取組みは以下のとおりであります。 

 
(1)第19回定時株主総会において、取締役会の監督機能強化によるコーポーレート・ガバナン
スの一層の充実という観点から監査等委員会設置会社への定款変更を決議し、2015年６月25
日より移行いたしました。また、同日付で監査等委員会の補助機能として監査等委員会事務
局を設置いたしました。 

(2)取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定に関する独立性・客観性を担保するため、任
意の委員会として、代表取締役、取締役、社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」
を設置いたしました。 

(3)当期は定例を含め15回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定
並びに各取締役の業務執行状況等の監督を行いました。 

(4)「行動規範」を定め、当該規範の啓蒙と継続的な教育により、当社グループ役員及び社員
に周知しております。 

(5)当社は「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「グループ内部統制委員会」
を組織化し、適宜、当社ならびにグループ会社のコンプライアンス体制、リスク管理体制、
グループ内部統制体制の構築や維持、管理を実施しております。 
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連結注記表 
 
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

(1)連結の範囲に関する事項 
連結子会社の状況 
・連結子会社の数     ２社 
・連結子会社の名称    サンヨーリフォーム㈱ 

サンヨーホームズコミュニティ㈱ 
 

(2)持分法の適用に関する事項 
持分法を適用している関連会社の状況 
・持分法適用関連会社の数   －社 
・持分法適用関連会社の名称  TIEN PHAT SANYO HOMES CORPORATION 
なお、TIEN PHAT SANYO HOMES CORPORATION は、2020 年３月に全保有株式を売却したた
め、持分法適用の範囲から除外しております。 

 
持分法を適用していない関連会社の状況 

会社等の名称         ｅ－暮らし㈱、OKAMURA SANYO PROPERTY CORPORATION 
持分法を適用しない理由  

持分法を適用していない関連会社（e－暮らし㈱、OKAMURA SANYYO ROPERTY 
CORPORATION）は、当期純利益又は当期純損失（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

 
持分法適用手続きに関する特記事項 

持分法を適用している会社は、決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の事業年度に
係る財務諸表を使用しております。 

 
(3)連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。 
 

(4)会計処理基準に関する事項 
①重要な資産の評価基準及び評価方法 
イ．有価証券 
・満期保有目的の債券  償却原価法（定額法） 
・関連会社株式     移動平均法による原価法 
・その他有価証券 

時価のないもの    移動平均法による原価法 
 
ロ. たな卸資産 
・販売用不動産、未成工事支出金、不動産事業支出金 
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により
算定) 

・その他のたな卸資産(製品・半製品・仕掛品・原材料) 
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定） 

 
②重要な減価償却資産の減価償却の方法 
イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 
ただし、1998 年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016 年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建物及び構築物７～47 年 
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ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 
定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ
いております。 

 
ハ．リ－ス資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 
③重要な引当金の計上基準 
イ．貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます｡ 
 
ロ．賞与引当金 
従業員及び執行役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担
額を計上しております。 

 
ハ．完成工事補償引当金 
引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費の支出に備えるため､過去の完成工事に係る補
修費の実績を基準にした金額及び特定の物件については補修費用の個別見積額を計上し
ております。 

 
ニ．役員退職慰労引当金 
子会社の一部役員の退職慰労金の支払に備えるため､役員退職慰労金内規に基づく期末要
支給額を計上しております。 

 
ホ. 役員株式給付引当金 
株式給付規程に基づく当社取締役（執行役員含む）及び子会社代表取締役への当社株式の
交付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 
④重要な収益及び費用の計上基準 
完成工事高及び完成工事原価の計上基準 
・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗度の見積りは、原価比例法） 
 
・その他の工事 

工事完成基準 
 

⑤その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
イ．退職給付に係る会計処理の方法 
１.退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。 

 
２．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用の費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（主として８年）による定額法により費用処理しております。 
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（主として８年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用処理しております。 
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ロ．消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方
消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。 

 
２．表示方法の変更に関する注記 

（連結損益計算書） 
 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」含めて表示しておりました「受取賃貸料」、「助成金収

入」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しました。なお、前連結会計年度
の「受取賃貸料」は 30,035 千円、「助成金収入」は 21,060 千円であります。 

 
３．連結貸借対照表に関する注記 

(1）担保に供している資産及び担保に係る債務 
①担保に供している資産 

不動産事業支出金 19,157,848 千円
 

②担保に係る債務 
短期借入金 4,470,000  
1 年内返済予定の長期借入金 6,860,000  
長期借入金 4,624,000  

計 15,954,000 千円
③その他担保に供している資産 
｢特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律｣に基づき、有価証券及び投資有価証
券（国債 128,777 千円）並びに投資その他の資産 その他(差入保証金 573,276 千円）を住
宅瑕疵担保保証金として、大阪法務局に供託しております。 

 
(2)有形固定資産の減価償却累計額     2,643,110 千円 

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。 
 
(3)保証債務 
提携住宅ローン及びつなぎローン利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対
して保証している金額は 1,997,909 千円であります。 

 
(4)当社は「“くらし”リレーシステム」と称する、戸建住宅の新築販売時に買取り価格の査定
基準を提示した上で、買取りを約する契約を顧客の一部と締結しております。当連結会計年
度における当該契約にかかわる売上高は 855,666 千円であります。なお、当連結会計年度に
おいて当該契約に基づく買取物件はありません。 



 - 7 - 

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 
 
(1)発行済株式数の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首の株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度 

末株式数 

普通株式 12,620 千株 －千株 －千株 12,620 千株

 
(2)自己株式数の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首の株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度 

末株式数 

普通株式(注)1.2 300 千株 1,609 千株 11 千株 1,898 千株

(注)1.普通株式の自己株式には、役員向け株式給付信託口が保有する当社株式 289 千株を含ん
でおります。 

 2.普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によるもので
す。減少は、役員向け株式交付信託口の交付によるものです。 

 
(3)剰余金の配当に関する事項 

①配当金支払額 

(注)2019 年５月 10 日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する
当社株式に対する配当金 7,522 千円が含まれております。 

 
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの 

(注)2020 年５月 15 日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する
当社株式に対する配当金 7,228 千円が含まれております。 

 
(4)当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の

目的となる株式の種類及び数 
    普通株式             2,200,000 株 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日 

2019 年５月 10 日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 315,499 千円 25 円 2019 年３月 31 日 2019 年６月４日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日 

2020 年５月 15 日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 275,257 千円 25 円 2020 年 3 月 31 日 2020 年６月４日
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５．金融商品に関する注記 
(1)金融商品の状況に関する事項 
①金融商品に対する取組方針 
 当社グループは、販売用土地建物等のたな卸資産投資計画、設備投資計画に照らして、
必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的余資は主に流動性及び安全性
の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デ
リバティブは、利用しておりません。 

 
②金融商品の内容及びそのリスク 
 営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されており
ます。投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、
市場価格の変動リスク等に晒されております。 
 営業債務である支払手形及び工事未払金等は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日で
あります。 
 借入金は、主にたな卸資産投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長
でも５年内であります。これらは、金利変動リスクに晒されております。 

 
③金融商品に係るリスク管理体制 
・信用リスク（取引先の債務不履行等に係るリスク）の管理 
 営業債権について、与信管理規程等に基づき主な顧客の信用力を適正に評価し、取引の
可否を決定しております。満期保有目的の債券は供託金とするための国債であり信用リス
クは僅少です。 

・市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 
 投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主として保証
金として供託している国債であり、定期的に時価を把握することにより管理を行っており
ます。 

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 
 当社は、各部署からの報告に基づき財務部が毎月、資金繰計画を作成・更新するととも
に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

 
④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

 
(2)金融商品の時価等に関する事項 

2020 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。 

（単位：千円） 
科目 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

（1） 現金及び預金 8,220,883 8,220,883 －
（2） 受取手形・完成工事未収入金等 2,734,677   
   貸倒引当金 △508  

    2,734,169 2,734,169 －
（3） 有価証券 49,919 50,015 95
（4） 投資有価証券   
   満期保有目的の債券   
    国債 78,857 80,176 1,318

  資産計 11,083,829 11,085,243 1,413

（5） 支払手形・工事未払金等 6,989,125 6,989,125 －
（6） 短期借入金 12,390,000 12,390,000 －
（7） 長期借入金 16,054,000 16,049,911 △4,088
 (1 年内返済予定の長期借入金含む)  

  負債計 35,433,125 35,429,036 △4,088
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(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 
資産 
(1)現金及び預金、(2)受取手形・完成工事未収入金等 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。 

(3)有価証券、(4)投資有価証券 
有価証券及び投資有価証券は国債であり、時価は日本証券業協会が発表している公社債
店頭売買参考統計値によっております。 

 
負債 
(5)支払手形・工事未払金等、(6)短期借入金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。 

(7)長期借入金(1 年内返済予定の長期借入金含む) 
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時
価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定
金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。 
 

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

関連会社株式 30,080    

その他有価証券 

非上場株式 1,260    

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、「(4)投資有価証券」には含めておりません。 

 
６．１株当たり情報に関する注記 

(1)１株当たり純資産額   1,537 円 65 銭 
(2)１株当たり当期純利益    29 円 78 銭 

 
７．追加情報に関する注記 
（業績連動型株式報酬制度） 
（1）取引の概要 
  当社は、2016 年６月 28 日開催の第 20 回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び
監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員（以下「取締役等」といいます。）を対象と
して、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によ
るメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業
績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度（以
下「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。 

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を
行い、当社取締役等に対し、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、各事業年度におけ
る業績達成度等一定の基準に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交
付する業績連動型株式報酬制度であり、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則とし
て取締役等の退任時です。 

なお、当社子会社であるサンヨーリフォーム株式会社及びサンヨーホームズコミュニティ株
式会社の代表取締役についても、当社の取締役等と同様に、本制度を導入することを対象子会
社の株主総会において決議しております。 

 
（2）信託に残存する自社の株式 
 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産
の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額
は 164,081 千円、株式数は 289,150 株であります。 
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個別注記表 
 
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1)資産の評価基準及び評価方法 
①有価証券の評価基準及び評価方法 
イ.満期保有目的の債券            償却原価法（定額法） 
ロ.子会社株式及び関連会社株式    移動平均法による原価法 
ハ.その他有価証券  時価のないもの  移動平均法による原価法 

 
②たな卸資産の評価基準及び評価方法 
イ.販売用不動産・未成工事支出金・不動産事業支出金 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定） 

ロ.その他のたな卸資産(製品・半製品・仕掛品・原材料) 
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ
り算定） 

 
(2)固定資産の減価償却の方法 
①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 
ただし、1998 年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016 年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建物   ７～47 年 
構築物 10～20 年 

 
②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。 

 
③リ－ス資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 
(3)引当金の計上基準 
①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます｡ 

 
②賞与引当金 
従業員及び執行役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を
計上しております。 

 
③完成工事補償引当金 
引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費の支出に備えるため､過去の完成工事に係る補
修費の実績を基準にした金額及び特定の物件については補修費用の個別見積額を計上し
ております。 
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④退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため､当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計
上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。 

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（８年）による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（８年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。 

 
⑤役員株式給付引当金 
株式給付規程に基づく当社取締役(執行役員含む)への当社株式の交付に備えるため､株式
給付債務の見込額に基づき計上しております。 
 

(4)収益及び費用の計上基準 
完成工事高及び完成工事原価の計上基準 
①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗度の見積りは、原価比例法） 
 
②その他の工事 

工事完成基準 
 

(5)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
①退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連
結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

 
②消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方
消費税は、当事業年度の費用として処理しております。 

 
２．貸借対照表に関する注記 

(1)担保に供している資産及び担保に係る債務 
①担保に供している資産 

不動産事業支出金 19,157,848 千円
 
②担保に係る債務 

短期借入金 4,470,000  
1 年内返済予定の長期借入金 6,860,000  
長期借入金 4,624,000  

計 15,954,000 千円
 
③その他担保に供している資産 
｢特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律｣に基づき、有価証券及び投資有価証
券（国債 128,777 千円）並びに差入保証金（573,276 千円）を住宅瑕疵担保保証金として、
大阪法務局に供託しております。 

 
(2)有形固定資産の減価償却累計額    2,538,832 千円 
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。 

 
(3)保証債務 

提携住宅ローン及びつなぎローン利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対
して保証している金額は 1,997,909 千円であります。 
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(4)関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。 
①短期金銭債権      971,196 千円 
②短期金銭債務      948,103 千円 

 
(5)当社は「“くらし”リレーシステム」と称する、戸建住宅の新築販売時に買取り価格の査定

基準を提示した上で、買取りを約する契約を顧客の一部と締結しております。当事業年度に
おける当該契約にかかわる売上高は 855,666 千円であります。なお、当事業年度において、
当該契約に基づく買取物件はありません。 

 
３．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 
売上高                  97,185 千円 
仕入高                 758,679 千円 
上記以外の営業取引高   170,600 千円 
営業取引以外の取引高     7,036 千円 

 
４．株主資本等変動計算書に関する注記 
 
自己株式数の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 
期首の株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
末株式数 

普通株式(注)1.2 300 千株 1,609 千株 11 千株 1,898 千株

(注)1. 普通株式の自己株式には、役員向け株式給付信託口が保有する当社株式 289 千株を含
んでおります。 

 2. 普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によるもので
す。減少は、役員向け株式交付信託口の交付によるものです。 

 
５．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
 賞与引当金 56,257 千円 
 完成工事補償引当金 21,925 
 退職給付引当金 387,514 
 たな卸資産 30,567 
 減損損失 52,159 
 資産除去債務 26,666 
 前払費用 69,009 
 役員退職慰労未払金 41,041 
 未払事業税 16,974 
 工事未払金 128,436 
 その他 131,005 

 繰延税金資産小計 961,558 
 評価性引当額 △205,198 

  繰延税金資産合計 756,359 
 

繰延税金負債 
 たな卸資産 △58,766 
 資産除去債務に対応する除去費用 △1,383 

 繰延税金負債合計 △60,149 

 繰延税金資産の純額 696,210 
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６．関連当事者との取引に関する注記 
   親会社及び法人主要株主等                      （単位：千円） 

種類 会社等の名称 議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 
日本アジアグルー

プ株式会社(注 1) 
－ － 

自己株式の

取得(注 2) 
1,133,228 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注 1)自己株式の取得により、日本アジアグループ株式会社は関連当事者ではなくなりました。 
(注 2)自己株式の取得については、2020 年１月 30 日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所

の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を利用し、2020 年１月 30 日の終値で取引を行ってお
ります。 

 
７．１株当たり情報に関する注記 

(1)１株当たり純資産額   1,451 円 04 銭 
(2)１株当たり当期純利益     1 円 66 銭 
 

８．追加情報に関する注記 
（業績連動型株式報酬制度） 

業績連動型株式報酬制度に関する注記については、連結計算書類｢連結注記表 ７．追加情
報に関する注記｣に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。 

 


